
IBM プログラムのご提供条件 
表記の｢プログラム｣のご提供条件は以下のとおりです｡ 
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第 1 条 使用権 
1. 「プログラム」とは､プログラムの原本およびその複製物

（部分的複製物および他のプログラムに結合された複
製物を含みます｡）を意味します｡「プログラム」には､機
械が読み取れる形式の命令､その構成物､データ､視
聴覚コンテンツ（例えば､イメージ､テキスト､録音または
写真）およびその他の関連するライセンス資料が含ま
れます｡｢プログラム｣には、(1)本契約に基づき使用許
諾される IBM 製の｢プログラム｣(以下｢ICA プログラム｣
といいます。)、(2)本契約第 5 条(パッケージ･プログラ
ム)の規定に従い、別途使用許諾される IBM 製の「プ
ログラム」および(3)別途第三者の使用契約により使用
許諾される他社製の｢プログラム｣が含まれます。 

2. 日本アイ・ビー・エム株式会社（以下「IBM」といいま
す｡）は､お客様に対して ICA プログラムの出荷日以降
の日本国内における ICA プログラムの非独占的譲渡
不能な使用権を許諾します｡ICA プログラムは､インタ
ーナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション､
その直接もしくは間接の子会社または ICA プログラム
の提供者が著作権を持ち､使用許諾するものであって､
売買の対象とするものではありません｡ 

第 2 条 使用権の範囲 
1. お客様は､機械が読み取れる ICA プログラムの部分を

表記または別紙の「指定機械」で使用することができ
ます｡ただし､「指定機械」を特定することを必要としな
い ICA プログラムの場合､お客様は､どの機械でも使
用できますが､一時点での一台の機械での使用に限り
ます｡ 
「指定機械」が故障等で一時的に使用不可能となっ
た場合､お客様は､「指定機械」が回復するまでの間､
ICA プログラムを他の機械で使用することができます｡
「指定機械」でアセンブルまたはコンパイルができな
い場合､お客様は､「プログラム」を他の機械でアセン
ブルまたはコンパイルすることができます｡「指定機
械」を変更される場合は､IBM に通知してください｡ 

2. お客様は､ICA プログラムを使用許諾条件に従って使
用することができます｡ 

3. お客様は､使用許諾条件に従って ICA プログラムの複
製物を作成および導入することができます｡ただし､
ICA プログラムの複製物には､全部複製か部分複製か
を問わず､お客様は ICA プログラムに表示されている
ものと同一の著作権表示その他の表示を必ず表示し
てください｡ 

4. ICA プログラムにソース・コード形式の資料が含まれる
場合、または、ICA プログラムに「IBM 用途制限付資
料」または「Restricted Materials of IBM」と表示され
た資料が含まれている場合には､お客様はその資料
を(1）ICA プログラムの使用上の問題を解決するため､
または､(2）ICA プログラムを変更しお客様の製品と共
に稼動させるためにのみ使用することができます｡ 

5. お客様は､(1）この契約に明記されている場合を除き､
ICA プログラムを使用､複製､結合､配布もしくは送信
すること､(2）ICAプログラムを逆コンパイル､逆アセンブ
ルもしくはその他の方法で翻案すること､または(3）ICA
プログラムを再使用許諾､賃貸もしくは貸与することは
できません｡ 

第 3 条 プログラム・コンポーネント 
特定の ICA プログラムには､「指定機械」以外の機械で使
用するためのプログラム･コンポーネントを含む場合があり
ます｡お客様は､ICA プログラムに対する使用許諾条件に
従い､プログラム･コンポーネントおよび関連資料を複製す
ることができます｡ただし､この場合､プログラム･コンポーネ
ントを複製した日をIBMに通知するものとし､その日がプロ
グラム･コンポーネントの引渡日となります｡ 
第 4 条 検収期間およびテスト期間 
1. ICA プログラムの出荷日の翌日から 10 日間を検収期

間とし､お客様は､この検収期間中に検収を行ってくだ

さい｡ 
2. ICA プログラムの引渡日は､検収期間の終了日となり

ます｡ 
3. 「テスト期間」の開始日は､ICA プログラムの引渡日とな

ります｡ 
第 5 条 パッケージ･プログラム 
「IBM プログラムのご使用条件」等の独自の使用契約が
「プログラム」と共に提供される「プログラム」については､こ
の契約の条件によらず､「プログラム」と共に提供される
「IBM プログラムのご使用条件」等に基づき使用してくださ
い｡ 
第 6 条 料金および支払 
1. 「プログラム」の料金は､一時払料金､定期払料金また

はそれらの組み合わせ（例えば､イニシャル料金およ
び月額料金）のいずれかです｡ 

2. 「プログラム」の料金は､使用許諾条件（例えば、ユー
ザーの数またはプロセッサーの容量）またはお客様の
実際の使用状況およびその量に基づき算定される場
合があります。IBM が要求した場合、お客様は実際の
使用状況およびその量を IBM に提示するものとします。
お客様は、料金の変更を生じさせる、お客様の使用
状況に変更があった場合､速やかに IBM にその変更
内容を通知するものとします。この場合、定期払料金
については、その変更に応じた料金が適用され、お客
様には当該変更後の料金をお支払いいただきます｡
別途 IBM が合意する場合を除き、支払い済みの料金
の調整または返還は行いません。また、IBM が料金の
算定方法を変更した場合、当該変更後の算定方法に
基づく料金が適用されます｡ 

3. 一時払料金は､「プログラム」の出荷日に請求されます｡
また､定期払料金は､「プログラム」の引渡日以降（ただ
し､「テスト期間」が適用される「プログラム」については､
テスト期間の終了日以降）の各期間の初日以後にそ
の期間分が請求されます｡お客様は､「プログラム」の
料金を請求書の日付から 30 日以内にお支払いくださ
い｡ 

4. IBM は､3 か月前の書面通知により定期払料金を増額
することができます｡ 

5. 支払済の料金または支払期が到来している料金の調
整または返還は行いません｡ 

第 7 条 プログラムの保全 
1. お客様は､お客様が ICA プログラムを使用することを

認めた従業員等その他の者に対し､この契約に従うよ
う適切な措置を講じてください｡ 

2. お客様は､ICA プログラムの複製物の記録を保持し､
IBM が要請した場合にはご提示ください｡ 

第 8 条 保証 
1. IBM は､保証適用と表示した ICA プログラム（以下「保

証適用プログラム」といいます。）について､お客様が
「保証適用プログラム」を IBM 所定の稼動環境で使用
する限り､IBM 所定の仕様に合致することを保証しま
す｡ 

2. 保証期間は､「保証適用プログラム」に対する第 9 条記
載の「プログラム･サービス」が終了したとき同時に終
了します｡IBM は､保証期間中､「保証適用プログラム」
について､「コード」に起因する誤りに対し「プログラム･
サービス」を提供します｡ 

3. 誤用、事故、災害、改造付加、IBM 所定の設備条件
および稼動環境に合致しない環境での使用その他不
適切な稼動環境での使用、IBM 以外の者によってな
された不適切な保守もしくは変更、または IBM 以外の
者の責に帰すべき事由により生じた仕様の不合致は、
保証の対象外となります。 

4. IBM は､「プログラム」の実行が中断しないこともしくは
その実行に誤りがないこと､または､すべての誤りが修
正されることは保証しません｡「プログラム」の選択、導
入、使用および使用結果については､お客様の責任と
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します｡ 
5. 本条の保証は､「プログラム」および記録媒体について

の保証のすべてを規定したもので､法律上の瑕疵担
保責任､商品性の保証および特定目的適合性の保証
を含むすべての明示または黙示の保証責任に代わる
ものとします｡ 

6. 本条は、ICA プログラムに対してのみ適用されます。
その他の IBM 製の「プログラム」または他社製の「プロ
グラム」の保証は、それぞれの使用条件に記載されま
す。ただし、別途指定しない限り、IBM は他社製の「プ
ログラム」についてはいかなる保証もしません。 

第 9 条 プログラム・サービス 
1. IBM は､「保証適用プログラム」および特定の ICA プロ

グラムに対して「プログラム･サービス」を提供します｡
IBM が ICA プログラムの誤りを IBM 所定の稼動環境
で再現できる場合に限り､誤りの修正､使用上の制限ま
たは回避措置に関する情報を提供します｡「プログラ
ム･サービス」は､現行版の ICA プログラムの変更され
ていない部分に対してのみ提供されます｡ 

2. 「プログラム･サービス」の提供期間は､(1）IBM が 6 か
月前の書面により通知したサービス提供終了日まで
の期間､(2）IBM が指定する日までの期間､または､(3）
IBM が指定する一定期間のいずれかの期間とします｡ 

第 10 条 解約 
1. お客様は､IBM に書面で通知して、いつでも ICA プロ

グラムの使用権を解約できます｡また､お客様は､書面
により､「テスト期間」中の ICA プログラムについてはい
つでも解約することができます｡ 

2. お客様が､ICAプログラムを､すでに使用中の旧版ICA
プログラムに対するアップグレードとして取得した場合､
IBM が別途定める場合を除き、旧版 ICA プログラムの
使用権は終了します｡ 

3. お客様に契約の使用条件違反が生じた場合、IBM は、
本契約を解約できます。この場合、お客様の ICA プロ
グラムに対する使用権も終了します。 

4. お客様または IBM は、相手方の資産、信用または事
業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行
が困難になる恐れがあるとみとめられるときは書面によ
る通知をもっていつでも本契約を解約できます。 

第 11 条 特許権･著作権侵害に関する損害賠償責任 
1. ICA プログラムが第三者の日本国特許権（実用新案

権を含みます｡以下同じ｡）または日本国著作権を侵
害するものとして第三者から請求がなされた場合､IBM
は､お客様が(1）書面ですみやかに請求の事実および
内容を IBM に通知し､(2）IBM にその防御および関連
する和解交渉権限を与え､かつ協力する場合に限り､
IBM の費用でお客様を防御し､かつ裁判で確定した
損害賠償額および費用（弁護士費用を含みます｡）を
負担します｡ 

2. 第三者から請求があった場合またはそのおそれがあ
ると IBM が判断した場合､IBM は､(1）お客様が ICA プ
ログラムを継続使用できる権利を取得するか､(2）ICA
プログラムを変更するか､または(3）機能的に同等なも
のと交換するか､のいずれかを選択できます｡ただし､
IBM が､いずれの方法もとれないと判断したときは､
IBM の書面による要請に応じ､お客様は､IBM に ICA
プログラムを返却し､IBM は､ICA プログラムに関し､お
客様が既に支払った金額または 12 か月分の料金のう
ちいずれか少ない方の金額を返還します｡ 

3. 本条に基づく IBM の責任は､次の各号のいずれかに
該当する場合には適用されません。 
(1) お客様が ICA プログラムに組み込んだものに起因

する場合、またはお客様もしくは第三者がお客様
に代わって提供した設計、仕様または指示に、IBM
が従ったことに起因する場合｡ 

(2) お客様が ICAプログラムを変更した場合または ICA
プログラムを共に稼動するよう設計されたもの以外
の機器もしくはプログラムと共に使用した場合｡ 

(3) IBM が提供した ICA プログラムを IBM がシステムと
して提供していない機械またはプログラムと共に結
合､操作もしくは使用した場合､お客様が第三者の
ために ICA プログラムを配布、操作もしくは使用し
た場合、または､IBM が提供した ICA プログラムを
IBM 以外の者が提供した製品､データ､機器もしく
はビジネス方法と共に結合､操作､もしくは使用した
場合｡ 

(4) 他社製の「プログラム」のみまたはその他の IBM 製
の「プログラム」のみに起因して侵害が生じた場合｡ 

4. 本条は､侵害請求に関する IBM の責任の全てを規定
したものです｡ 

第 12 条 責任の制限 
1. お客様が IBM の責に帰すべき事由に基づいて救済を

求めるすべての場合において､IBM の損害賠償責任
は､請求の原因を問わず､次の各号に定めるものに限
られます｡ 
(1) 前条に定める特許権および著作権侵害に関する

賠償責任｡ 
(2) 「プログラム」についての IBM の故意または過失に

よってお客様に生じた生命､身体または有体物の
損害に対する賠償責任｡ 

(3) お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に
対する、損害発生の直接原因となった当該｢プログ
ラム｣につき､（i）総額 750 万円､または､（ii）損害発
生の直接原因となった「プログラム」の定期払料金
の1年分または支払済一時払料金のいずれか高い
金額を限度とする金銭賠償責任｡ 

本条の責任の制限は､IBM に「プログラム」を提供した
「プログラム」開発者およびＩＢＭの従契約者（第１３条
第５項の「従契約者」をいいます。以下本条において
同じ。）に対する損害賠償請求にも適用されます｡お
客様は､IBM および「プログラム」開発者および従契約
者に対して重複して損害賠償を請求することはできま
せん｡ 

2. IBM は､「テスト期間」中の「プログラム」の稼動または
不稼動により生じた損害､IBM の責に帰すことのできな
い事由から生じた損害､IBMの予見の有無を問わず特
別の事情から生じた損害、逸失利益､データ･プログラ
ムなど無体物の損害および第三者からの損害賠償請
求に基づくお客様の損害（前条の場合を除きます｡）
については責任を負いません｡ 

第 13 条 その他 
1. IBM は､お客様に対する 3 か月前の書面による通知に

より､本契約の条項を変更できるものとします｡この場
合､お客様は変更の効力発生日前に書面で通知する
ことにより､本契約または本契約に基づく各「プログラ
ム」の使用権を解約することができます｡ 

2. 両当事者間で取り交わされる情報は、別途 IBM 所定
の機密保持契約書を締結する場合を除き機密として
扱いません。 

3. お客様は、IBM および IBM の関連会社がお客様の連
絡先個人情報（名前、電話番号、電子メール・アドレス
を含みます。）を、IBM が営業を行う地域に保存し使
用することに同意し、当該情報の使用、開示および再
開示について情報主体からの同意を得ていることを確
認します。かかる情報は IBM とお客様との取引に関連
して管理、使用されるものとし、IBMおよびIBMの関連
会社の委託先、IBM ビジネス・パートナー、事業継承
先に対して、お客様との連絡を含む、それらの一般的
事業目的内の用途（例えば、受注処理、販売促進、
市場調査等）のために提供されることがあります。 

4. 本契約の履行に伴い、IBM がお客様から前項に定め
るものを除く個人情報の開示または提供を受ける場合
は、両当事者間で別途締結するIBM所定の個人情報
取り扱いに関する覚書の規定に従い、当該個人情報
を取り扱うものとします。 

5. IBM は、IBM が選択する第三者（以下「従契約者」とい
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います｡)を使用してサービスを提供することがありま
す｡  

6. いずれの当事者も本契約の条件違反その他契約を継
続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は
相当期間を定めてその是正を催告するものとします。 

7. IBM は、お客様に対し本契約において明示的に特定
された権利のみを許諾するものであり、それ以外のい
かなる権利（特許権を含みます。）も、お客様に許諾
するものではありません。 

8. 本契約に基づくいかなる請求権も､請求が可能となっ
た時から 24 か月を経過した場合には､時効により消滅
します｡ 

9. お客様は､IBM の書面による事前の同意がない限り､
本契約に基づく契約上の地位および権利義務を第三
者に譲渡または移転することはできません｡ 

10. お客様は、IBM が義務を履行するために必要となる十
分にして自由かつ安全なお客様施設への立ち入りお
よびシステムへのアクセスを許可するものとします。 

11. いずれの当事者も支配することのできない事由により、
本契約の履行が不可能となったときは、その当事者は
義務の履行の責任を免れるものとします。 

12. お客様は、すべての輸出入関連適用法令を遵守しま
す。 

13. 本契約は、両当事者の記名捺印した書面によっての

み変更することができます。 
14. 本契約の解約後も性質上存続すべき条項は、有効に

存続し、両当事者ならびにその承継人および譲受人
に適用されます。 

15. 本契約は本契約の対象となる事項に関する当事者間
の完全かつ唯一の合意であり、本契約の対象となる事
項に関する当事者間の従前の口頭もしくは書面による
意思表示に代ります。 

16. 本契約に関して疑義が生じた場合は､当事者双方が
信義誠実の原則に従って協議するものとします｡ 

補足説明 
 「注」欄の番号は、それぞれ以下を意味します。 
*1.ICA プログラム 
*5.パッケージ･プログラム 

 「中央サービス提供期間」欄に*印の付された「プロ
グラム」のプログラム･サービスは､IBM が 6 か月前
の書面による通知をもって指定する終了日までの
期間提供されます。 
 IBM が物理的な媒体によりお客様に提供する「プ
ログラム」は、IBM 指定の運送会社に渡るまで、
IBM がその出荷および配送の責任を負います。た
だし、お客様と IBM が別途書面にて合意する場合
を除きます。 

 


